
　方針附図は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の内容を分か
りやすく説明するための補足的な図面であり、市街地の範囲、主要な用途
等の土地利用の方針、広域的、根幹的な交通体系の配置の方針、自然的環
境や保全すべき緑地等の方針などをおおまかに示したものです。
　都市高速鉄道等の構想路線（□□で表示）については、おおむねのネッ
トワークを表示したものであり、位置を示したものではありません。

道路で、（未整備）には整備中のものも含まれます。
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三浦都市計画　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針附図（三浦市）
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